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2026-1-29 こども・若者参画及び意見反映専門委員会（第12回） 

17時00分～19時03分 

 

○土肥委員長 今日も皆さん、よろしくお願いいたします。 

 オンラインの皆さんも聞こえていますか。よろしくお願いします。 

 第12回の「こども・若者参画及び意見反映専門委員会」を始めたいと思います。 

今日の議題ですけれども、事前のレクもそれぞれ入っているかと思いますが、「自治体

における意見聴取について」が１つ目、２つ目が「意見を表明しやすい環境づくりについ

て」というのを議題としてもらっています。 

 特に前回の会議の中で、この専門委員会として何に焦点を置いて議論するかという話が

出ている中で、皆さんから自治体の中での意見聴取についての意見とか関心が非常に高か

ったということもありまして、自治体の意見聴取についてのテーマを設定させていただい

ております。 

 では、早速、議事の１「自治体における意見聴取について」から始めたいと思うのです

けれども、事務局のほうからまず御説明をお願いいたします。 

○加藤専門官 では、資料１を使いまして議題１について御説明させていただきます。 

 事前のレクのときにお時間をいただきましたので、概略をもう一度お話しできればと思

います。 

 まず、この議題については、我々のほうから自治体の取組状況の現状を改めて御報告さ

せていただいた上で、取組を促進していく上でどういう状態を目指していくのかというと

ころを提示させていただきます。その後、主な事務局からの論点案を提示しまして、併せ

て来年度どういうことをしていこうと今思っているのか、現状の案について御説明できれ

ばと思います。 

 まず、前回の専門委員会で出てきたお話をなぞらせていただきますと、自治体の取組の

課題として、意見を受け取る側が怖がってしまってなかなか意見を聴こうとしないとか、

意見を受け取る体制とか理解みたいなところの課題感の御意見があったかと思います。 

 あわせて、我々のサポート事業としては、自治体への直接的な支援もそうだけれども、

地域のいろいろなリソースを巻き込んでいくようなことも重要なのではないかというお話

もいただきました。 

 また、今はピンポイントな支援をしておりますが、もっとトータルで自治体をサポート

できるような人材も必要なのではないかですとか、補助金のような財政的な支援も必要な

のではないかというお話をいただきました。 

 また、自治体に対しては、職員だけではなくて上のレベルでのインプットというのも重

要だろうというお話もいただいたかと思います。 

 この次も復習的にではありますけれども、昨年度のこの専門委員会において取りまとめ
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ていただいた中でも、今年度やれたほうが、こういうふうにされたらいいよねということ

で、自治体へのサポートについては、引き続きサポート事業をしつつ、地域人材を対象に

したファシリテーターの養成講座も行っていったらいいのではないかというところを御提

示いただいていたところです。 

 それを受けまして、今年度のサポート事業としては大きく２つの柱で進めてきておりま

す。 

 水色のほうに記載しているのが意見聴取・意見反映のサポートということで、自治体が

実際に意見を聴く取組を行っていく上で、その準備の段階から伴走的に支援をしまして、

当日も我々とファシリテーターの方々で現場のお手伝いをするというような形のものです。 

 今年はそれと併せて、前年度からやっていたファシリテーターの養成講座を地域で開催

していくというようなことを進めています。サポート事業でお邪魔するときに併せて養成

講座をすることで、できるだけ継続できる体制づくりへの後押しということで、その地域

の方々に参加いただいた養成講座を開催してきております。 

 次の２ページにわたって、令和５年度の後半から秋以降、このサポート事業でお邪魔し

ている自治体のリストを記載しております。都道府県レベルから村、町までいろいろなレ

ベル感の自治体にお邪魔しておりまして、今年度２月にもう一件ありますので、ここまで

で約20件のサポートをさせていただいてきているところです。 

 次のページも自治体の状況ということで、前回速報値としてお伝えした自治体の取組状

況についてもう一度精査しまして確定値が出ましたので、そちらの御報告をしております。

事前レクのときからさらに数字の修正がありましたので、市町村レベルでは1,111の自治

体で実施されているというような状況になっております。割合としては64％ぐらいという

ところは変わらずという状況になっております。 

 こちらの詳しい資料、データについてもホームページのほうに掲載しているところです

ので、詳しいところはそちらでも御覧いただけるようになっております。 

 先ほど御説明したサポート事業に関しては、初期に実施した自治体に対してその後どう

なっているのかというフォローアップのヒアリングをさせていただきました。自治体によ

ってかなり事後の状況というのも変わっておりましたので、それを大きく４つの段階に分

類をして御報告をしております。 

 １つ目は組織的によい形で継続がされているケースということで、こども政策の担当の

ほうが頑張ってほかの部局の取組の支援などもされつつ、庁内全体で取組が定着しつつあ

るなと感じられるようなところですとか、規模は大きくなくても、手法を改善しながらや

り続けておられるようなところも見受けられました。 

 ２つ目としては、こども施策の部局の皆さんはかなり頑張って様々な声を聴けるように

奮闘されている一方で、ほかの部局への横展開というところにはまだ課題を抱えておられ

るというようなところです。それぞれの部局に働きかけても、なかなか人手が足りないと
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かというところで理解を得られないというようなお悩みを伺っております。 

 ３つ目としては、取組を行ってはいるのですけれども、認識としてこども計画ですとか、

読書計画ですとか、上位の計画を策定するときには聴きますというような段階です。この

ままいくと、恐らく次はそれぞれ５年後とかそういうスパンになってきてしまうので、ブ

ランクができてしまうだろうなというような継続性という観点で課題を抱えておられるな

というようなところです。 

 ４つ目としては、残念ながら人の異動などに伴ってサポート事業で御一緒した方々は皆

さん部署にはいらっしゃらなくなっており、何をどのようにしたかというようなところも

しっかり引き継がれていなかったというようなケースがございました。 

 段階は様々ではあったのですけれども、お話をしていく中で共通して多く聞かれた課題

感というところもありましたので、それを次のページで御紹介しております。 

 よく聞かれた課題として５つありましたので、そちらを御紹介いたします。 

 一つは、先ほど言及したような人の異動によってノウハウなどが断絶してしまうとか、

なかなか重要性とか意識というものも定着せずに終わってしまうというようなお話。 

 ２つ目が組織全体に展開していく難しさということで、ほかの部局も巻き込んだり、全

庁的な取組としてやっていくということの難しさも聞かれました。 

 それから、予算や人の不足というところで、どうしてもしっかり予算を確保して委託事

業として運営するみたいなことは、大きな自治体ではできるものの、なかなか全ての自治

体がそういう状況ではないというところも伺いましたし、予算がないので何とかアンケー

トだけというようなこともお伺いしました。 

 それから、４つ目が人材というところで、ファシリテーターの育成ですとか、職員の方

のスキルアップみたいなところ、また、地域に恐らく人材はいるのだろうけれども、それ

をリスト化して把握できているわけではないというような情報の必要性も聞かれました。 

 最後が反映やフィードバックの難しさで、そこが重要ということは分かっている一方で、

なかなかどのようにやったらいいのかというところが難しいというお声がありました。 

 こうした状況を踏まえながら、自治体の取組を促進していくという上で、促進するとい

う方針はあるものの、ではどういう状態を目指していくべきなのかというところを事務局

のほうで整理を一旦しております。この点についても、様々皆さんの視点で改善すべき点

だったり、ここに足りないものなどもあるかと思いますので、こちらについても御意見を

いただきながら、どういう状態を目指すのかというところをもう少し明確にできたらなと

思っております。 

 事務局としては、こども大綱のほうでも意見を聴いてもらえていると感じられるこども・

若者の割合を70％に引き上げていきたいというような大きな目標がある中で、まず現在64

～65％くらいの取組状況を100にしていく。全ての自治体でしっかり取組が実施されるよ

うにするというのが一つあるかと思っております。 
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 その上で、２つ目としては、そうした取組が継続的に当たり前に行われていくというこ

と。 

 ３つ目は、ザこども政策というようなものだけではなくて、こどもや若者に関わる様々

な分野、テーマで意見が聴かれるということ。 

 ４つ目としては、そうした取組がこちらでお示ししているガイドラインなどに基づいて、

適切な方法で意見を聴く。それから、反映して結果を伝えていくというところまで、その

サイクルを適切な方法で実施されていること。 

 この４つの要素が全てきちんと満たされているということが自治体の取組促進の上での

理想的な姿なのかなと整理しておりますので、この点についてもぜひ御議論いただければ

と思っております。 

 論点の案として、事務局から提示させていただくものとして３つ取り上げております。

これに限りませんが、一案として紹介させていただきます。 

 自治体が取組を実施していく上で、ファシリテーターだったり、職員の知識不足・経験

不足みたいなところが課題として挙げられてきますけれども、そういう地域の人材育成で

すとか職員のスキルアップのような人材面の課題の解決だったり、その人材をどう把握し

ていくのかですとか、そういった面での環境整備をどう実施していくのかというところも

論点としてあり得るかなと思っております。 

 ２つ目としては、多く聞かれましたけれども、こども計画の策定などに限らず、あらゆ

るこどもに関連する施策でちゃんと意見が聴かれるというようなことをどのように促進し

ていくというようなこと。 

 ３つ目としては、その意見を受け止めて反映してフィードバックしていくという部分の

難しさというような御意見に対して、どういうサポートができたらよいのか。 

 この辺りは御議論いただく論点としてあり得るかなと思っております。 

 こちらの資料の最後に、こうした状況を受けて、来年度どういったことをやっていこう

と思っているのかというところを紹介いたします。 

 まず、サポート事業は引き続き行っていきますが、見直しもしていきたいと思っていま

す。一つは、サポート内容の中に自治体の職員向けの研修というものも盛り込んで、特に

意思決定をされるような管理職の方、幹部の方にも参加いただけるような研修をサポート

事業の一つのメニューとして売り込んでいきたいなと思っております。 

 また、自治体の採択に当たっては、単発的なイベント支援に終わらないように、取組を

行った後、次はどうしていくのかですとか、その結果をどう反映していくのかですとか、

次につなげていくようなサポートもできるように、当初から計画を出していただいて、そ

れについて内容を伺いながら進めていけるような体制にしたいなと思っております。 

 また、今回のフォローアップのヒアリングをしてみて、事後のケアも重要だなと思って

おりますので、人が替わっても続いていくように、自治体の中でどう取組を定着させてい
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けるかというところも含めて、御相談に応じたりしながらアフターケアをしていけたらな

と思っております。 

 ２つ目としては、こども・若者委員の活躍を促進していくという点です。来年度は、自

治体の様々な会議体の委員をされているこどもたち、若者たちの交流会ができたらいいな

と思っております。孤独に頑張っておられる委員の皆さんが横につながれるということも

あるかと思いますし、なかなか直接の自治体の担当の方には言いづらいようなことでも、

我々が伺って、それを自治体に展開していくということはできるかと思いますので、こど

もや若者の皆さんが意見交換できるような場をつくりたいと思っております。 

 ３つ目は、既にスタートしておるのですけれども、自治体の市長さんとか副市長さんと

か、トップのレベルの方へのインプットということで、こども家庭庁の幹部が自治体から

呼ばれて講演に行ったり、自治体の方がいろいろ要請に来られて、上のレベルの方とお会

いする、御挨拶するというような機会は様々ありますので、こちらの幹部に意見反映につ

いてしっかり説明いただけるような資料を作ってお渡しして、既にやり始めてもらってい

ます。そういうトップ営業といいますか、上のレベルでも理解の促進に努めるということ

を進めていきたいと思っています。 

 最後が、自治体の取組状況の公表と併せて、事例の共有といったことも図っていきたい

と思いますので、自治体の方向けの事例共有会のようなものも来年度のどこかで開催して、

事例の共有ももちろんですけれども、この若者委員から出てきた意見などもそういった場

で共有できるように進めたいと思っております。 

 資料１の説明は以上になります。 

○土肥委員長 ありがとうございます。 

 そうしましたら、ここから１時間弱ぐらい議論の時間を持ちたいと思っております。 

 大きくは、国として自治体の意見聴取とか意見反映の事業をどういうふうにサポートし

ていけるかということが大きな論点かなと思っておりまして、特に今期に関しては最終的

に何か取りまとめをする、何かアウトプットを出すとか、要するに成果物として何か外に

公表するものを作るとかということが今決まっているわけではないものですから、一つは、

国がどういうサポートするかということもそうですし、併せてこの専門委員会をここから

複数回やっていくので、こういう取りまとめというか、こんなことを発信していったらい

いのではないかみたいなアイデアがもしあれば、それも併せていただけるといいのかなと

思っております。 

 ということで、すごく大きな問いではあるのですけれども、何か御意見がある方から挙

手をしていただいてというような形でよろしいですか。 

○川中委員 最初に質問をしていいですか。 

○土肥委員長 どうぞ。 

○川中委員 こども家庭庁の方への質問と、髙橋さんへの質問とがあります。まず、こど
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も家庭庁への質問です。この間、自治体へのサポート事業でいろいろな規模感の自治体に

行かれたり、いろいろなテーマを扱われたりしていますが、サポートの中身としてどうい

うことを求められることが多いのかを聞かせていただけますでしょうか。現場の求めに応

じて来年度以降のサポート事業の見直しにつなげていけたらいいなと思います。どなたか

お教えいただけますか。 

○加藤専門官 サポート事業の中で、我々がメニューとして、意見聴取をするに当たって、

その場づくりを伴走的に支援していくというようなことをやっているのですけれども、自

治体によって本当に進み具合が様々なので、求められることも様々なのですけれども、本

当に細かいところで言うと、どういう曜日のどういう時間帯にやったらいいのかみたいな

ことですとか、どういうふうにこどもたちを集めたらいいのかみたいな運営上の御相談に

乗ったりもしますし、そもそも何を聴こうかと。非常にざっくりはもちろん予定はされて

いるのですけれども、ちゃんと反映から逆算して聴いていくみたいなところ、反映のイメ

ージがないまま聴こうとされていたりみたいなところもありますので、どう反映をイメー

ジしながらテーマを決めて問いを決めていくのかみたいなところはかなり時間をかけて、

何度も打合せをさせていただいたり、いろいろ投げかけてまた何かいただいて、それに対

してまた我々が返してみたいなところで結構時間を使っているところかなと思います。 

 実際にやった後、どうでしたかみたいなお話を聞く中では、どう反映したらいいかとか

フィードバックの方法みたいなお話にもなりますし、本当はほかの部署にも声をかけても

うちょっと違うテーマも扱いたかったのだけれども、なかなかそれがうまくいかなかった

というようなお話もいただいたりしますので、事後的に研修をさせていただいたりみたい

なこともありました。 

○川中委員 今のご説明では、その場でのファシリテーションよりかは、プランニングの

話や、参加のトータル・プロセス設計の話だと思われます。現在のサポート事業の見直し

案のポイントでは、その辺りが見えにくいですから、参加の全体像をどう設計するのかと

いうサポートも必要なことかと考えながら聞いていました。 

 髙橋さんにお聞きしたいことは２つあります。こども家庭庁のヒアリング結果の中には

引き継ぎが大きな課題の一つとして挙げられています。地方自治体にとってはどういう引

き継ぎ支援があると良いのでしょうか。例えば、マニュアルやチェックリストを整備する

サポートなのでしょうか。あるいは他のことでしょうか。これが一つ目です。もう一つは、

令和８年度の取組の中では、事例の共有も示されたのですけれども、他の自治体でしてい

ることを自分の自治体に転移させていくときにつまずきやすいポイントは何でしょうか。

そのつまずきやすいポイントを踏まえた形で取組を進めないと「いいよね、あそこは」み

たいな事例共有になってしまい、もったいない機会になりそうです。どうすると他の自治

体の取組を自分の自治体に引きつけていきやすくなるのでしょうか。お教えていただけま

すでしょうか。 
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○髙橋委員 まず、引き継ぎ…、悩みどころです。 

○川中委員 行政の異動は内示が出てから短期間でばたばたと引き継ぎますよね。 

○髙橋委員 そうなのです。富谷市の場合は、組織に副市長が委員長になり、全ての部の

部長たちがその構成員になって全庁で構成される「CFCI推進庁内連携会議」があります。

さらにその下に「CFCI関する会議」という筆頭課長たちで構成される比較的現場の声を拾

いやすいような会議体が設置され２層構造の組織体制ができているので、事務局が変わっ

たとしても、これまでの流れというのは大体そんなに大きくぶれることはなくやれている

と思います。 

 ただ、私も事務局として３年間従事してきましたが、それまで高齢者の介護保険等を担

当していたので、そこから急に母子保健に異動したときは、「子どもの権利条約とは」と

いうところからのスタートでした。私が今のポジションに来たときに、こども基本法が施

行されてというタイミングだったので、子どもの権利条約とこども基本法を読み解きなが

ら進めてきたところでありました。 

 富谷市はCFCI実践自治体としユニセフの支援ももらいながら、CFCI委員会の御協力もも

らいながら、比較的いろいろな情報も入りやすい、いろいろな研修にも出やすいというと

ころではあるのですが、多くの自治体の担当者は「こどもの権利について」しっかり教え

てくれる場が少ないのかなという気がします。なので、国には、子どもの権利条約や、こ

ども基本法の基礎的な理解が図られるよう自治体向けにしっかりと発信してほしい、そこ

をサポートしていただけるとよいと思います。 

 また、富谷市ではCFCIについての行政視察でいろいろな自治体の方がお見えになります。

説明の後に、「うちではそれはできないかな」といった声もあります。富谷市は５万人ぐ

らいの基礎自治体なのですが、自治体の規模によって全庁横断的というところがなかなか

進まないのではないかと思っております。 

 話がちょっと逸れますが、今週火曜日に「はじめの100か月の育ちビジョン」の大阪キャ

ラバンがありました。本市も参加し、ほか自治体の市民団体の方々ともお話をしたときに、

なかなかビジョンの推進が進んでいかず、行政とうまくやれないという市民団体の声を伺

ったところだったので、やはり行政の規模により市民が近く感じられるかとそうではない

のかというところで、もちろんこどもの意見聴取も同様でいろいろなタイプの自治体の取

組を幅広く集めて、それを情報提供していただけるとよいと思いました。 

○川中委員 庁内体制をどう整備するかということと、庁外の関係者と庁内の体制とをど

う関係づけるのかということから成る推進体制の設計に関する情報提供や学びの場があっ

たら良いということが示されたことの一つですね。また、初任者になった際、「取りあえ

ずこれを読んでおけば良い」というものが配られたりすると良いということがもう一つあ

りました。何も分からない人からしたら、まずはここからということがはっきりするとい

いという話ですね。 
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 規模感別の話もありましたが、規模感と今の困り事の掛け算で自分が今聞きたい事例が

どれかが見えてくると、これを参考にしようということが見えてきやすくなりそうですね。 

 コメントはまた別であるのですけれども、質問は以上です。 

○土肥委員長 ちなみに、こども家庭庁の中でも異動があったりすると思うのですけれど

も、異動してきたときにこれを読みましょうみたいなものは家庭庁の中であったりするの

ですか。 

○加藤専門官 基本的なものとして、基本法や大綱や実行計画もありますし、ガイドライ

ンもありますし、あと、一応職員ベースのマニュアルみたいなものがあったりはします。 

○土肥委員長 今のお話だと、そういうのが自治体版で共有されるだけでも割と大きいか

もしれないということですよね。ありがとうございます。 

 すみません。質問を取っていなかったのですが、ほかにも質問がある方はいらっしゃい

ますか。よろしいですか。 

 では、ここからは意見をいただくという時間にしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○川中委員 オンラインの方からぜひ。こちらは様子が分かりにくいので。 

○土肥委員長 オンラインの方、どなたかいかがですか。なさそうですか。大丈夫ですか。

CICFの流れで、莇生田さんとかも。何かありますか。 

○莇生田委員 意見というか、気になることかなと思っていて、さっきの論点のところで

すかね。13枚目のスライドに、こども計画策定時の意見聴取に限らず、あらゆるこども政

策に対して意見聴取の取組を推進とあるのですけれども、先ほど言っていた自治体間によ

っては、こども基本法のほうではこども施策を策定し、ほにゃららするに当たってはとい

うことなのですけれども、こども施策かこども計画策定のときしかこども・若者の意見を

聴けないような感じになっているのでもないかなと思うので、自治体としてもどこでこど

も・若者を入れていくのか、そういったことも何か悩んでいる点もあるのではないかなと

思っています。 

 ２つ目に、14枚目のほうですかね。先ほど言っていたこども・若者委員の活躍促進に向

けた取組で、僕も面白そうだなと思っていて、なかなかこういったところに来るのは変わ

った人だと思っているので、そういった人同士で話せるのは面白そうかなと思いながら聞

いていました。 

 僕からは以上です。 

○川中委員 どのような場になったら、その場が自分にとっていいなと思いますか。中身

としてこんな場にしたらいいという提案があれば、いかがですか。 

○莇生田委員 それこそ、今年度の委員会の前に集まったじゃないですか。こども家庭審

議会の若者の委員で集まったときも、こんな取組があるんだと思って、いろいろな人もい

て、こういう考えを持った人がいるんだという新しい気づきがあって、ただ、本当に会う

だけでも一つ勉強になるのかなと思っているので、具体的に、お菓子があったほうがいい
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だとかというのはあまり意見はないですけれども、僕としてはそんな感じですかね。 

○川中委員 自分のところでも「こういうことをやってみよう」と提案する手札も増えま

すね。 

○土肥委員長 古田さんに指せば意見は出ると思うのですけれども、まず、対面ばかりで

進んでしまうとあれなので、オンラインの方、何かありますか。 

 波田野さん、どうぞ。 

○波田野委員 ありがとうございます。 

 先ほどお話も聞かせていただいたりしていて、自分自身がこどもとして、例えば私は杉

並区在住なのですけれども、杉並区がいろいろと取組や活動を行っている中で、昨年から

こどもたちの声を聴くワークショップというのを年間、通年で活動を続けていて、それは

40人ぐらいのこどもたちが作文とかを少し書いて、そこから選抜が行われるということで、

こどもたち自身がどのようにして行政に携わっていくかというのを、自分自身がそこに参

加する中で感じてきたことというのが、まずそもそもの選考のプロセスがあったりするこ

とによって、そこで行政の集めたい声のフィルターがかかったりしないかなというのがま

ず一つ自分自身が感じていたこと。 

 あともう一つは、実際に行っていた活動が杉並区の中で条例をつくりたいということで、

そこの条例を議員の方たちが議会の中で集められて、そこでいろいろと改善を重ねていっ

た。そこのアイデアがこどもたちにとってよいものかということをディスカッションの間

の中で話合いをしていたのですけれども、具体的に何をやっていたかというのが、その条

例の文章一文一文を切り取って、この文章のニュアンスとかはこどもたちにとっていい感

じかみたいな、そこを５段階でこどもたちにどのくらいの、こどもたちにとって居心地の

いい言葉選びなのかみたいな、そういうふうなことをずっと１時間か２時間強やっていた

という形で、実際に私がそこに参加する中で、自分自身の声が届けられたなとか、あるい

はそこの条例に乗っかっていない自分自身が届けたい言葉というのを届けられたかなとい

うのは少し疑問が残るような形で、やはり自分自身の声が行政に反映されたというそこの

流れとか、そこのサイクルができているなというのをこどもたち自身が感じることもそう

ですし、やはりそうした活動の中でこどもたちが行政に声を届けられると思っても、逆に

言えば自分自身の声が届けられなかったという経験とかが、やはり声を上げるのは自分に

はまだ幼いのかもしれないと感じることのきっかけになってしまったりするかもしれない

と思うので、こどもたちの声が行政に反映されたというそこまで持っていくプロセスであ

ったり、あと、やはりこどもの権利というのが今は注目されているけれども、これを文化

づくりとして、文化としても目指すような風潮であったり、あとは行政の在り方というの

が、自分自身としてはそうした在り方というのがあるかなと思っています。 

 以上です。 

○土肥委員長 条文の１個ずつに意見をしていると、あまり意見が届けられなかったかも
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しれないと感じたというのは、何でそういうふうに感じたのかというのをもう少し教えて

ほしいなと思ったのですけれども。 

○波田野委員 ありがとうございます。 

 実際のプロセス、１時間強のワークショップの中でやっていたというのが、一文一文の

ニュアンスを確かめていたに近くて、例えばそこの条文のセクション１のところでこども

たちの虐待防止について書いた条文があって、そこに対して、例えばこの言葉は漢字にふ

りがな振ったほうがいいかとか、この言葉は分かりやすいかみたいなこととか、あとは大

人目線で、例えばこどもはやらなくてはいけないとかそういうことではなくて、こどもた

ちと一緒に考えていきますみたいな、そういう文のニュアンスだったり、あとは言葉選び

みたいなところに注力していた。そうした話合いの場だったので、そこの中で、逆にこど

もたちが遊び場の中でこういうことをしたいであったり、こういったことを学校の中でや

ってほしいとか、そういったことを聴かれたり、そうしたことを話す場というのがなかっ

たなと個人的に感じたところがありました。 

○土肥委員長 条例を新しくつくるためのワークショップということですか。条例をつく

るのにこどもたちの声を聴いてつくりましょうみたいなたてつけだから、それできっと１

個ずつ確認していたみたいなことなのですよね。 

○川中委員 ここども条例策定時のこども・若者参加には他にも様々な取り組み方があり

ますが……。 

○土肥委員長 分かりました。ありがとうございます。 

 ほかの方とか、今のに応答してという形でもいいですけれども、いかがでしょうか。 

○平井委員 では、僕、いいですか。 

○土肥委員長 では、平井さんの後に櫻井さんに行きます。 

○平井委員 すみません。めちゃめちゃ空気を読めなかったのですけれども、ずれていた

ら申し訳ないのですが、個人的にすごく気になったのが、自分がNPOをやっていてすごく思

うことでもあるのですけれども、こども・若者意見反映サポート事業のところで、採択さ

れなかった団体へのサポートはどこまでされているのかなみたいなところは個人的には気

になっていたというか、申請したけれども採択されなかったら、ヒアリングだけされてと

いう言い方は適切か分からないのですけれども、その労力をかけたけれども、結局、何で

落ちたかではないかもしれないのですけれども、そこのフィードバックがないとあまり次

につながらないのではないかなみたいなところは個人的にはちょっと思ったというか、と

いうところは一個あったなと。そこのフォロー体制みたいなところは何かあるのかなとい

うところが一個気になったのと、あとは、そこの中で、オンラインの動画教材みたいなと

ころとかもどこかのスライドに書いてあったと思うのですけれども、そういったところの

展開とか、展開だけされてもそんなに意味はないかもしれないと思うのですけれども、例

えば応募された自治体の人たちは、オンラインでアフターフォローもある。全員がオンラ
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イン講座と質疑応答の時間を結構取った時間とかがあるだけでも、例えば集客という言い

方が正しいか分からないですけれども、こども・若者の集め方とか、開催時間とかの基本

的なところに関しては、全自治体の相談に乗れたらいいのではないかなみたいなところは

個人的には思ったりしたというところで、ずれていたら申し訳ないのですけれども、その

ところが気になっていました。 

○土肥委員長 ありがとうございます。 

 だから、今のは半分は質問ということで、加藤さん、いいですか。 

○加藤専門官 ありがとうございます。 

 おっしゃるとおり、伴走支援という形だとなかなか数がこなせないという現状がありま

す。御応募いただいた自治体の中から月に１件くらいずつしかできないので、不採択に終

わってしまうところも実際にあります。 

 ２つありまして、場づくりに向けての相談みたいなところは、不採択にはなってはいる

のですけれども、ガイドラインも出していますし、相談の連絡をいただければ、いろいろ

な、こういう事例はありませんかと言われたら御紹介したり、こういう点で御相談みたい

に御連絡いただければ、それは幾らでもお受けしたいと思っているので、しっかり伴走は

できない、不採択にはなりましたけれども、御相談があったらいつでも連絡くださいとい

う形で一応門は開いているというのが一つ。 

 あと、ファシリテーターの養成講座については、サポート事業でお邪魔した自治体で開

催するだけではなくて、オンライン開催も２回程度やったり、あと、東京とかそういうと

ころで自治体関係なく受け入れる形の開催もしているので、そこでは、結構な倍率になる

のですけれども、不採択の自治体の方を優先的に受講いただけるように調整させていただ

いたりということをしています。 

○土肥委員長 平井さん、大丈夫ですか。 

○平井委員 大丈夫です。ありがとうございます。 

○土肥委員長 ありがとうございます。 

 では、櫻井さん、お願いします。 

○櫻井委員 ありがとうございます。 

 関わっている自治体さんとか、私も関わる中でこういうことがあったらいいなというの

をさくっと５点お伝えできたらなと思います。 

 １点目が、こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドラインを前につくったと思う

のですけれども、その先の実践版みたいなものが欲しいという自治体さんが結構いらっし

ゃるなと思っていて、初めの一歩を踏み出したのだけれども、その後、やっていくといろ

いろ見えてきたりしていて、その壁を乗り越えていくためのハンドブック的な存在のもの

があると心強いなと言っていました。 

 例えばですけれども、謝金の扱い方とかで、これも自治体ごとに設定してくれというと
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ころだと思うのですけれども、謝金は何歳から払っていいのだろう。高校生はよいだろう

けれども、中学生はどうしたらいいのだろうとか、謝金以外の方法で何かお礼を示す方法

はあるのかなとか、そういったことも、ほかの自治体さんでどうやっているのかとか、あ

と、法律の関係はどうなのかというのが気になるという声がありました。 

 あと、多いのがKPIの設定で、どうしても人数だけを見てしまうと行政と若者の距離感が

あるので、人数が全然集まらなかった、では駄目な事業だねと上とか財政部から判断され

かねないので、そこはもうちょっとどういうふうにKPIを設定していけばいいのかという

のも、の知りたいというのがありました。こちらは先日こども家庭庁さんにレクの際に聞

いたのですけれども、もしほかの皆さんの中でこういった指標を使っていたりするよとい

うのがあれば、ぜひ教えていただきたいなと思いました。 

 あとは、さっき資料にもありましたが、フィードバック方法というところで、どうして

も検討していきますみたいなことばかりになってしまうというので、そればかりになって

しまうフィードバックは申し訳ないなという意見とか、あと、やはりフィードバック方法

をどうやったらいいのかという正解が分からないというので、こども家庭庁とかほかの自

治体さんで公開しているものは参考にしているらしいのですけれども、もし可能であれば、

こども家庭庁のほうでフィードバック資料が作れるようなツールなどを開発してくれると

いいなという意見がありました。 

 民間業者さんがこういったことをやっていらっしゃるようなのですけれども、やはり結

構お金がかかるというところで、こども・若者の事業にしっかりと予算をつけている自治

体は民間に頼めますけれども、そうではないとどうしても難しいというところなので、そ

ういった初めの一歩を踏み出していくところをこども家庭庁がそういったツール提供をし

ていくというのはすごく大事かなと思っています。 

 ３つ目が、今度、若者委員さん向けに地域でいろいろなことやっている若者たちが集ま

るという会をやると書いてありましたけれども、自治体の担当者向け勉強会とか集まりコ

ミュニティーをつくってほしいというのがありました。今、好事例はいろいろありますけ

れども、それを探すのもなかなか難しかったり、それを探すのにすごく時間がかかってし

まって、探して自分たちで電話をして会いにいって話を聞くということをしているみたい

なのですけれども、皆さん目の前の業務に追われていると、自分たちがやっていることの

事例をどこかにアップしていくというのはなかなか難しいところで、実は見えてこないけ

れどもよい事例をやっている自治体さんは結構あるのではないかなと思うので、何かそう

いった場があると、国が主導できるとよいのかなと思いました。 

 ４つ目がこども・若者との関係性づくりをどうしたらいいのかというところで、やはり

行政の発信が届きづらいという中で、それをどういった媒体で実際にやっていくのかとい

うのをさっきの１個目のガイドラインのその先に入れてもいいのではないかなと思うので

すけれども、そういった関係性づくりのノウハウみたいなことが知りたいというのがあり
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ました。 

 最後が、やはり自治体、行政向け、あと、議員向けになぜこども・若者の意見を聴くの

か、どう聴くのか、聴いた後どうするのかというようなものを短い動画か何かで作ってほ

しいというような意見がありました。私、神奈川の横須賀市に住んでいて、今、議員提案

でこども・若者意見反映の条例をつくるかつくらないかみたいな話を議員さんたちがして

いるのですけれども、若い人は地域の人手不足の担い手という位置づけで、でも、若者の

わがままは聞きたくないみたいな議員さんが結構いらっしゃって、よく分かっていないの

に進めようとしていて、議論が無駄なのではないかと毎回傍聴に行って思うのですけれど

も、そういった方たちも、やはり行政側も議員側もまだ知識がないというところがあるの

で、紙ベースでいきなり見るのはハードルが高そうなので、動画などで分かりやすく見て

もらえるようなものがあるとすごくよいのではないかなと思いました。 

 すみません。長くなってしまったのですけれども、以上です。 

○土肥委員長 ありがとうございます。 

 ほかの方で御意見がある方、いらっしゃいますか。まだ御発言されていない方など。 

 村﨑さん、どうぞ。 

○村﨑委員 ありがとうございます。 

 僕も話はずれるかもしれないのですけれども、まずは、こども・若者が意見を反映しや

すい場づくりみたいなところももちろん重要だと思うのですけれども、その前に、こども・

若者が自信を持って意見を言えるみたいな文化をつくっていくみたいなところも大事な気

がしていて、例えば拠点で活動をやっていて中高生と話していると、意見はあるし、気持

ちはあるけれども、では何か行動に起こそうよとか、そういう会があるから、徳島県に住

んでいるのですけれども、徳島県でやっているからそういうのに参加しようよというと、

ちょっとハードルが高い。それは何で参加しないのと言ったら、いや、自信がないんだよ

ねとか、そういう場に行くことさえ慣れていないからいいかなみたいな感じで、せっかく

気持ちや意見があっても上まで行かないみたいなところがあると思っていて、具体的にど

うしたらいいはあまり浮かんでいないのですけれども、ただ、日常的に若者・こども同士

が、委員に入っていない人でもざっくばらんに話せる場があったりしたらいいなと思って

いて、そういう文化が根づいていくことは行政に対していわゆる監視役みたいなところも

果たすと思っていて、圧を若者・こどもからかけていくではないですけれども、そういう

のもいいのかなと僕はお聞きしながら思っていました。 

 あともう一つは、僕も去年、今年までなのですけれども、今年度まで徳島県のこども政

策に入っていて、若者が僕を含めもう一人しかいなくて、孤独なのですよね。なので、情

報交換の場ができることはすごくうれしいですし、僕的には情報交換というよりかは愚痴

の出し合いというか、そういう場が３か月に１度ぐらいでもいいので定期的にあるとうれ

しいなと僕自身は思っていたりしたので、言わせてもらいました。 
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 僕からは以上です。 

○土肥委員長 ありがとうございます。 

 ほかの皆さんはいかがですか。まだ発言されていない方、池田さんとか、中村さんとか。 

 池田さん、どうぞ。 

○池田委員 めっちゃ短いんですけど、自治体が聞きたい政策と若者が言いたい政策がマ

ッチするのが一番大事かなと皆さんのお話を聞きながら思った次第です。 

 以上です。 

○土肥委員長 そうなんだよね。 

○川中委員 今日の説明資料では、各自治体で行うべきことの一つに「多様なテーマ」と

いうことが書いてありますが、テーマを多様にするだけではなく、テーマ設定の方法を複

数化する話も必要ですね。こども・若者発のテーマをどうつくるか。この際、行政側が恐

らく懸念されることは、フィードバックがより難しく感じられてしまうところでしょう。

行政が準備していないテーマについてこども・若者から意見が来ると戸惑ってしまうこと

は考えられます。行政がテーマを設定した場合と、こども・若者発のテーマ設定は分けて、

フィードバックのあり方を示す必要はありますね。こども・若者がテーマ設定したものの

場合、フィードバックは時間をかけてこういうプロセスでやると良いということを、既に

取り組んでいる自治体の事例にもとづいて発信すると、今おっしゃられたようなことがよ

り進んでいくのではないでしょうか。 

 行政が聞きたいことと、こども・若者が言いたいこととがずれ続けてしまうのは、もっ

たいない話ですね。 

○土肥委員長 ありがとうございます。 

 中村さん、どうぞ。 

○中村委員 ありがとうございます。 

 これまでも発言させていただいていましたが、やはり全てのこどもにということで、こ

ども家庭庁のほうではアウトリーチ型で、実際に障害があるこどもたちであったり、自ら

作文を書いて出すのが難しい人たちもいると思います。そういったこどもたちの声を聴く

ということで、国のほうで実践をされているかと思いますが、自治体からすると、そもそ

もこども・若者の声を聴くというだけでハードルが高いのに、全てのこどもと言われても

と悩まれるかと思います。実際に、声をあげにくいに、聴かれにくいこどもは取りこぼさ

れやすいのではないかなと思っています。ただ、もしかして自治体の中でも先進的にされ

ている自治体はあるかもしれませんが、例えばそういう先進事例を収集するというのはあ

りかもしれないし、こども家庭庁でやっているアウトリーチ型の方法について、自治体向

けに具体的に実践しやすい形でモデルを示すみたいなことをするなど、できるだけ全ての

こどもたちの声、特に声が聴かれにくい人たちの声というのをしっかり聴いていくみたい

な仕組みになればいいなと思っています。 
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 ２つ目がこども・若者の意見の交流とか、さっきもおっしゃっていただいていた愚痴を

言い合える場とかは本当にすごく大切だなと思っていて、前回こども家庭庁がされたとき

に、ファシリテーターで参加させていただきましたが、参加頂いたみなさん孤独感がある

んだなというところもありましたので、継続的な実施と、その中で変化が聴けていくとい

いなと思っています。参加した若者たちの変化が、国がサポートをしてきたことがこども・

若者たちに本当にどう影響を与えているかを直接若者たちから聴くいい機会にこの交流の

場がなるといいなと思っています。将来的なお話になるかもしれませんが、そういう変化

についても捉えていけるといいのかなと。将来的に見たときに変化がないということもあ

るかもしれませんが、継続してすることで、こども・若者の変化について、私たち側は知

る事ができていくのではないかなと思いました。 

 以上です。 

○土肥委員長 ありがとうございます。 

 古田さん、お待たせしました。 

○古田委員 古田です。よろしくお願いします。 

 大分皆さんの話と私も重なるところがお話を聞く中で出てきたのですけれども、まず、

自治体調査自体、こういった実態把握がきちんとなされていることはすごく重要だなと思

っていて、こういった次の一手を探っていく上で貴重な材料だなと思って拝読したのです

が、まず一つは、こども家庭庁はやはり直接支援をするというのは、さっき平井さんから

選ばれる自治体、選ばれない自治体が出てきてしまうという話もありましたけれども、ど

うしても規模とか継続性は限界があるなと思っていて、２年間で20の自治体という数の捉

え方は様々だと思うのですけれども、皆さんすごく頑張っていらっしゃると思うのですが、

他方で自治体は全国で見れば当然まだまだたくさんある中でどうしても限界もあります。

そこで一つは、櫻井さんもおっしゃっていたみたいな横で自治体間でのネットワーキング

ということを促していくということが大事かなと思っていて、さっき若者委員の横の交流

の話もありましたけれども、自治体の担当者の方もこういうときにどうしたらいいんだと

外とつながれずに孤立してしまっているケースもあるのかもしれないなと思うと、やはり

横でつながるとか外とつながるということが何かのヒントになったり、活路を見いだした

りするということになるかもしれないなと思っています。 

 なので、もちろん資料として事例を共有しておくということも大事なのですけれども、

やはり横でつながって、どうしていますかというちょっとした、かゆいところに手が届く

ではないですけれども、そういった話が横で相談できる関係というものをもう少しつくっ

ていけるとまた違うのかなと思います。もちろん積極的に取り組んでいらっしゃる自治体

の方とかだと、自ら外にいろいろ出ていって、外部の研究会とかイベントとかにも出てい

らっしゃる方もいるのですけれども、みんながなかなかそうやって自力でつながれるわけ

ではないので、例えばさっき研修の話も出ていましたけれども、例えば都道府県ごとの合
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同研修会みたいなところをやって、そこで担当者同士がつながったり、あるいは担当者だ

けではなくて、例えばその地域のいろいろなリソースですね。大学の専門家とか、NPOとか、

中間支援組織とか、いろいろな方もそこで横でつながっていけるような支援ができると、

もう少し広がっていくのかなと思いました。 

 もう一つには、こども家庭庁が直接伴走するだけではなくて、伴走者をどう増やしてい

くかということも大事かなと思っています。その点で言うと、多分さっき川中さんがおっ

しゃっていた参加の全体像をプランニングしていくという話もそうなのですけれども、ス

ポット的に入ってファシリテーターをどうするかだけではなくて、いろいろな自治体に伴

走しながらサポートをしていくような人たちというものをどう国として増やしていけるか

という話も大事かなと。その双方で、こども家庭庁が全部自分たちが直接支援をするとい

うことではなくて、それをどう広げていくかという意味で言うと、そんなことができると

いいなと思いました。 

 あと一つだけ言うと、さっき髙橋さんのお話の中で、子どもの権利条約のことをうちは

学べる機会があるけれどもという話がありましたけれども、どうしても目先のノウハウと

かハウツー、どう取りあえず回すか、やるかというところに目が行きがちなところはもち

ろん分かるのですけれども、やはり気をつけないと、さっき波田野さんもおっしゃってい

たみたいに、そもそもの根っこの考え方というか、今は注目されているけれども、きちん

と文化にしていく必要性についてお話がありましたが、まさにそうで、根っことなるそも

そもの考え方とか、押さえるべきベーシックな考え方も含めて学んでいける機会をきちん

とつくっていくということも大事かなと。時には、そもそもどういった場が大事なんだろ

うね、どういった関わりが大事なんだろうねということ自体をこどもたちの声とかこども

と対話しながら考えるとか、そういった機会も含めて考えていくということが、根っこの

部分をちゃんと押さえ続けていくということも引き続き支援が必要なところかなと感じま

した。 

 長くなるので、一旦この辺にしておきたいと思います。 

○土肥委員長 ありがとうございます。 

○川中委員 高橋さんには最初に私の質問に答えてもらっただけで、ご自身の意見を述べ

る機会がなかったのでご発言をお願いします。 

○土肥委員長 では、髙橋さん。 

○髙橋委員 皆さんの御意見をすごくしみじみと市町村、自治体の立場で感じておりまし

た。 

  現在、富谷市も条例をつくっていて、そして、こどもたちからも意見をいただいてい

るのですが、どうしても条例にする上ので難しさがあります。「これでこどもたちに伝わ

るのかな？」という目線での御意見をいただいたり、子どもの権利条約の４つの原則につ

いて「(こどもたち)が大事にしている原則はどういうことで、どういう解釈か」といった
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お声をもらいながら取り入れました。 

 ただ、先ほど波田野さんがおっしゃられたように、多分もっとこどもたちは意見を言い

たいことがあったのだろうなと思います。フリートーキングで自由に、「それ以外でも意

見を頂戴ね」と伝えてはいましたが、時間の制約もあり、条文に落とし込む難しさがあり

ました。多分ほかの自治体さんも御苦労されたことと思われます。 

 また、広げていくに当たっては、もっと都道府県を活用し、こども家庭庁が全てを担う

のではなく都道府県を巻きみ、そこから各市町村に下ろしていっていただくというのが必

要と思っていました。 

 富谷市は宮城県にありますので、宮城県もサポート事業20の団体の一つにはなっていた

のですが、それを市町村に下ろしていくというものではなかったのだなと思っていました

ので、やはり都道府県がしっかりとその根底を押さえながら、各市町村に下ろしていくよ

うなスタイルになるともっと浸透していくのかなと感じております。 

○土肥委員長 ありがとうございます。 

○川中委員 本来の在り方ですよね。 

○土肥委員長 こども家庭庁がというよりは、都道府県がそれぞれもう少し支援できる体

制をつくっていくということですよね。 

○髙橋委員 そうですね。こども家庭庁からダイレクトというより、都道府県から市町村

に。ただ、バイアスがかかるというか、その都道府県の考え方に左右されてしまうという

危険性はあると思います。 

○土肥委員長 川中さんは質問だけでしたけれども、何かコメントはありますか。 

○川中委員 短く３つだけ申しあげます。多様なテーマに広げていくことは大事だという

前提の上で、こども計画についても参加を広げることが大事でしょう。策定時だけではな

く、進捗管理や評価といった、策定後のプロセスにも参画機会をつくっていくことも考え

られることです。私も委員をしていました尼崎市総合計画審議会は常設型の会議体になっ

ていて、計画策定の後も常に進捗管理と評価に取り組んでいます。次の計画策定のときに

もそのほうが円滑に進みます。そういった方向性も提案していく。あるいはそうした常設

型の会議設置をサポートしながら、他の自治体のモデルをつくることもありえるのではな

いでしょうか。これが一つ目です。 

 次に二つ目です。ファシリテーターの確保が難しいことが資料に書かれているのですけ

れども、基礎自治体であればあるほど、地域のこども・若者団体や関連団体の関係者とつ

ながっているはずです。例えば、障害者福祉のセクションでしたら、障害児・者の団体の

人とつながっているわけですから、既に各自治体がつながっている団体の情報を庁内で共

有できていないのでしょうか。そういう既存のリソースをどう活用するかもメッセージと

しては届けていく必要があるのかもしれません。 

 最後に三つ目です。フィードバックが難しいということはこの会議でずっと出ています
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が、当然ながら「川下」で意見を聴けば難しくなってしまうわけで、「川上」でどれだけ

意見を聴くかが求められますね。フィードバックが難しくなっている理由が何であるのか

にもよるのですけれども、もし「川下」での参画が多いのであれば、生煮えのタイミング

でどう参画をつくるかという情報提供も必要かもしれません。これもさきほどの参加のト

ータルプロセスをどうデザインするかというメッセージですね。 

 以上です。 

○土肥委員長 ありがとうございます。 

○川中委員 土肥さんもいろいろな自治体に関わっているので、何かご意見があればお聞

かせください。 

○土肥委員長 郡司さんも今いらっしゃいましたけれども、ひとまずまだ大丈夫ですか。 

○郡司委員 参加が遅くなってしまってすみません。皆さんの御発言とかぶってしまうか

もしれないのですけれども、見当違いなことを言っていたら申し訳ないのです。今、定時

制夜間部の子たちのまさしく社会参画の授業がこれからありまして、定時制夜間部の高校

の駐車場から参加しております。 

 私からは、事前レクをいただいたときにもお話しさせていただいたのですけれども、こ

ども大綱のときに数値目標についてお話させてください。今回の議論に関連するところで

あれば、こども政策に関する自身の意見を聴いてもらえているというこども・若者の割合

が５年後に70％になるということを目標値とされていて、2023年だと20.3％となっていて、

そこから逆算すると、やはり２年間で20自治体くらいの支援をこども家庭庁さんが一つ一

つ丁寧にされているといったところは、この70％という数字に届くにはなかなか厳しいの

かなと私は思っているところです。 

 ほかの委員の先生方からも御発言があったように、そもそも各自治体の伴走ができる人

を増やしていくというような制度設計もこれから考えていく必要があるのかなと思ってい

ます。ほかの省庁で類似するところで言うと、例えば総務省だったりは、私は学校教育が

専門ではありますけれども、主権者教育に関するアドバイザーを総務省がそれぞれ任命さ

れていて派遣なさっていたり、文科省ではアントレプレナーシップ教育をそれぞれの学校

で実践するとなったときに、大使をそれぞれ派遣するみたいなこともやっていらっしゃっ

たりすると思います。こども家庭庁さんだと、こども・若者支援協議会にこども家庭庁さ

んが任命された方を派遣していくというような事業も行われていると思いますので、こう

いったところを事例にしながら、各自治体の伴走をこども家庭庁だけではなくて、またそ

の周辺領域の方々と伴走を一緒にやっていくといったところができると、よりこれが加速

するのかなと思います。こういった案も議論の一つに加えていただければと思います。 

 私からは以上です。 

○土肥委員長 ありがとうございます。 

 一巡していったら大分時間が来てしまったのですけれども、自分は一言だけ言いますと、
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さっきの郡司さんの話でいうと、アドバイザーとかは新設でつくると難しいかもしれない

ので、例えばこどもの居場所づくりのコーディネーターの授業とかはこども家庭庁でもや

られていると思うので、そういう方が意見聴取とか意見反映のコーディネートみたいなこ

とまで担うということはあり得るのかなとは思いますので、既存事業をうまく組み替えな

がらやっていくというのはあり得るのかなと思いました。 

 あと、いろいろ皆さんが言っていただいたのは、本当にそれが１個ずつ実現したらいい

なと思っているのと、この委員会の全体のテーマで考えたときに、テーマは自治体の意見

聴取についてということだったのですけれども、やはり参画及び意見反映という専門委員

会としてやっているので、何となく意見反映のサポート事業だったり、意見聴取というも

のがかなり前面に出過ぎてしまっていて、声を聴けば、声を聴いて反映すればいいのだろ

うみたいな感じになっていなくはないなという感じがしていて、本来であれば、こども基

本法の理念としては、こどもが権利の主体として社会の中に参画していくということがあ

ると思いますので、そういった考え方をどうやって自治体の中に浸透させていくかという

ことが本当は主としては重要なのかなと考えると、意見の聴取は分かりやすいので、アン

ケートを取ったり、ワークショップをやったり、参画ってじゃあ何をやればいいんだとい

うのがなかなかモデル的に見えない部分もあると思うのですけれども、そういった事例も

含めて収集して示していくということをしていかないと、意見を聴いて反映しているから

私たちの自治体はできていますよみたいな感じになってしまうようなこともあるのかなと

感じるところもあって、むしろ意見を聴こうとするから難しくなってしまっている部分も

あると思うのですよね。一緒につくろうみたいなスタンスになると、もう少しやれること

も増えてくる部分もあるのかなとも思いましたので、そこは基礎的な部分として共有がで

きるといいなと思っています。 

 あと、これも短くですけれども、引き継ぎの話はすごく難しくて、地域は引き継ぎがな

いので、地域側にそれを担わせていくというのも必要だと思いますし、いろいろな自治体

職員が誰でもこどもたちとフラットに意見が聴けるようになる社会になったら、それはそ

れですごくいいことだなと思ったりもしていて、何が一番ベストな形なのか。町田市とか

は児童厚生員という形で、ある意味専門職のような形で異動がなく、児童館間の異動はあ

りますけれども、声を聴くというところの異動はない、こどもに係る専門職を入れるとい

う方法もあるのかなとか、いろいろな方法があると思うのですけれども、何がいいのかな

と日々考えながら、外から自治体のお手伝いをさせていただいております。 

 というような形で、時間が来ましたので、一旦ここで自治体の意見聴取の話は終了にさ

せていただければと思います。 

 では、議事の２のほうに移りたいと思います。「意見表明しやすい環境づくりについて」

ということで、ここからは文部科学省の初等中等教育局教育課程課の堀川さんにも御参加

いただきまして、進めていきたいと思っております。オンラインの方は分からないかもし
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れませんけれども、今、会場の方にお越しいただきました。 

 では、事務局と文部科学省さんのほうからそれぞれ御説明をお願いできればと思います。 

○加藤専門官 ありがとうございます。 

 では、まず私のほうから資料２について説明をさせていただきます。 

 事前レクのときには意見形成支援というようなタイトルにしていたのですけれども、今

回、中で扱っているのは主に日常的に意見を言いやすい環境をつくっていくにはというよ

うな内容でしたので、そちらに合わせたタイトルに修正させていただいております。 

 まず、前回の復習的なところもざっと触れさせていただきます。いろいろな御議論があ

った中で、学校との連携というようなところは、前回に限らずこの専門委員会でも既に話

題に上がっていたところかなと思います。先生方への浸透みたいなところもまだまだ課題

があるのではないかというお話もいただきましたし、一方で、学校頼みになってしまい過

ぎると、そこを取りこぼす声もあるのではないかというような御指摘もあったかと思いま

す。 

 あとは、学校以外の方法としては、市長に直接手紙を送るみたいな、そういったいろい

ろな手法がありますよねというところも髙橋委員から御紹介いただいたりしてきたかなと

思います。 

 次のページですけれども、昨年度こちらの専門委員会で取りまとめていただいた中にも、

今後取り組むべきこと、取り組めたらいいよねというようなこととして、全てのこども・

若者が自由に意見を表明しやすい環境づくりに向けて取り組むというところも記載いただ

いております。政策についても意見を聴いていきますが、家庭とか、学校とか、地域とか、

こどもたちが日常的に意見を安心して言えるような環境を整える、その雰囲気をつくって

いくということにも取り組んでいきたいとなっております。 

 その次のページに、今年度、トライアル的にいけんぷらすの中でやってみたこととして

は、初めて学校にこちらからお邪魔して、意見を聴く場というものの体験をしていただい

て、そういう機会ってあるんだよとか、意見を言っていいのですよというようなことを知

っていただく、体験いただく場というものをつくらせていただけたのが取組の事例の１の

ほうになります。 

 ２としては、今日まで１週間弱開催していたのですけれども、キッザニア東京というお

仕事体験のテーマパークに期間限定のパビリオンを設けさせていただいて、広報官という

お仕事の体験を通じて、こどもや若者の意見を発信していくことの重要性とか、そういう

場があるのだということを社会に向けて知らせるポスターを作ってもらうというようなア

クティビティーをやっていただきました。アクティビティーを楽しくやっていただくとい

うことを通じて、参加者にもそういったこと、意見を表明できるんだよということを知っ

ていただきたいですし、参加者からまたさらにその周りの方に広がったらいいなというこ

とでこちらを今年度やってみることができました。 
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 この後、文科省の方のお話もありますけれども、このテーマでの論点案としては、仮に

ですけれども、事務局から２つほど挙げさせていただいています。 

 一つは、こどもや若者の意見を聴くことの大切さについて、理解をより広めていくため

に、国の側からどういう取組をしたらいいのかですとか、あとは、こどもや若者側が意見

を自由に表明できるような環境づくりのために、国としてどんな取組ができるのか。その

辺りは論点になり得るかなと思っております。これ以外にも様々な観点があるかと思いま

すので、事務局からの案として提案させていただきます。 

 我々からは以上です。 

○中原参事官 ちょっとだけ補足させていただきまして、今期のこの専門委員会の一番大

きなテーマとしては、自治体でどう意見を聴くかみたいなところではありますけれども、

自治体と国とこども・若者との関係だけというよりは、まずそもそも社会全体としてこど

もや若者から意見を聴きましょうとか社会参画を進めましょうということの重要性みたい

なのをどう広げていくかということもありますし、また、自治体からこども・若者との関

係のときに、急に年に１回の自治体のヒアリングだけで限られたこどもたちだけから意見

を聴くとなっても、ふだんからそういう体験だったり経験だったりが一切ない状態では、

それで急に意見を聴けと言われてもという世界もあるのではないかと。そういった議論も

あったかと思うのですけれども、それも踏まえて、そういったことを考えたときに、ふだ

んからとなると、まず、例えばこども・若者たちが、家庭もそうですし、学校もそうです

し、意見をどのぐらい聴いてもらえたり言える機会があるのだろうかというようなところ

が結構ポイントになってくるかなと思っていまして、その話を今日わーっとするときに、

皆さんの経験だけでやるより、実は我々がいろいろ聞いている情報としては、文部科学省

さんのほうで今学習指導要領の検討をしている中で、文科省さんとしてもこどもたち、若

者たちの意見を聴いて学校に関わっていくみたいなところを重視して検討を進めていると

いうようなところがあると聞きまして、むしろ今の状況を聞いた上で、今、こういう議論

を実は文科省で進めていて、何年か後には学校の現場にもどんどん広がっていくというの

を前提にしながらいろいろ議論いただいたほうがいいかなと思って、今日文科省さんにお

声がけしたというところであります。 

 なので、文科省さんの学習指導要領についての議論ではないのですけれども、前提知識

として一応聞いていただいたほうがいいかなと思ってお声がけしたところ、快く時間を取

っていただいて、夜遅い時間にありがとうございます。 

 ということで、よろしくお願いします。 

○堀川学校教育官 ありがとうございます。文部科学省の堀川と申します。 

 とても貴重な機会をいただいて、ありがとうございます。 

 今、我々のほうで、中央教育審議会で約１年ほど前から指導要領に向けた検討が始まっ

ておりまして、ちょうど昨年の９月に論点整理ということで一旦の中間的な報告がまとめ
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られ、それを基に各教科等のワーキンググループを開催して議論を進めているというとこ

ろであります。 

 大事な論点の一つとして、こどものより主体的な社会参画に関わる教育の改善というこ

とで議論が進められているところでございまして、その検討状況について本日は御報告を

させていただければと思っております。 

 次のページをお願いできますでしょうか。 

 こどものより主体的な社会参画に関わる教育の改善ということで、民主的かつ公正な社

会の基盤としての学校の機能を果たしていく上で、社会参画、意見表明といったことは、

こども基本法の制定、こういったものも踏まえてしっかりと進めていきたいと考えている

中で、学級や学校、これらを身近な社会だと。学級や学校そのものが社会なのだという捉

えの下で、その形成に当事者として参画して、対話や協働を通じた改善をしていく。その

中で、主体的・実践的に社会参画する力を育んでいく。そのために、特別活動という領域

が教育課程の中にございまして、特別活動を中心に見直しを図っていこうということで議

論がされております。 

 ここの図の中にも幾つか出させていただいておりますので、幾つかトピックを御紹介さ

せていただければと思うのですけれども、例えば児童会・生徒会活動①であれば、校則を

含めて学校のルール設定、こういったものをはじめとして、ルールだけにとどまらず、ル

ールミーティングではなくてスクールミーティングなのだとおっしゃる方もいらっしゃい

ますけれども、学校運営に発達段階に応じてこどもが関わる仕組みであるということを教

育課程として特別活動の中で明確化していくべきではないかということであったり、また、

学校行事についても、当然、行事の特質として、例えば入学式、卒業式みたいなものもあ

りますけれども、様々な観点、教師の負担みたいな観点も踏まえながら、行事というのは

こどもたちが創造していく活動なのだということを指導要領上明確にしていくべきではな

いかといった論点。 

 また、学級活動やホームルーム活動については、多様性というものを前提にしながら、

共生社会の実現に向けて納得感を形成しようとすること。このことの重要性を明確化して

いこうということ。 

 また、意見表明とも大きく関わっていきますけれども、各教科等の中でも自分の意見を

根拠を持って説明していくということ、一方的な意見の主張にとどまらない対話を含む協

働的な学びを一層重視していこうということ。そして、この先には対話や合意ができる民

主的で持続可能な社会のつくり手を育成していくという下にこういったことを充実してい

きたい。 

 また、社会との関係④でお示しさせていただいておりますが、例えば学校運営協議会、

コミュニティ・スクールの仕組みの中でこどもの社会参画や意見表明の推進をテーマとし

て挙げたり、こども自身が学校運営協議会に参画していったり、また、学校評価の中で評
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価の改善プロセスにこども自身が関わっていくということ。また、自治体の教育委員会等

においてこどもの意見表明の機会を設けるなどの社会参画の機会等を促進していきたい。

そうしたことが議論されているという状況でございます。 

 後ろのほうに幾つか事例をつけさせていただいていますので、この考え方だけではなく

て、実際にどのような姿みたいなものが示されているのかということで幾つか紹介させて

いただければと思います。 

 ３ページの大田区の事例などですと、アンケートボックスを設置して、アイデアを全校

児童から随時募集しながら、委員会に振り分けて、それをどういうふうに実現していくか

ということを生徒会活動として議論して、例えば鬼ごっこをするとか、校内放送を変えて

いく、交通安全キャンペーンをする、運動会でのこういうことをしていきたいというよう

なことを実現していくといったことをやられているとか、その次のページで申し上げます

と、学級会の中で、海外から児童が転入してきたことを踏まえて、みんながどうやったら

過ごしやすくなるのかということを議論したいということで、一人一人を大切にした学級

の雰囲気づくりを自分たちの力でしていこうという取組であったり、その次のページで申

し上げますと、さいたま市の事例ですけれども、児童会の代表者がコミュニティ・スクー

ルの場に実際に参加して、こんな学校をつくっていきたい、そのためにこんなことをやっ

ているのだということを紹介したり、また、地域全体に対してこういうことをしてみたい

ですというような提案をして、協議会としてどういうことをやっていくかということを考

えていこうということに取り組んできたりといったことがあります。 

 その次のページは岡山の事例ですけれども、生徒会組織の中に学プロ、学校生活向上プ

ロジェクトチームというのをつくって、様々な方策や活動について校長に具申して取組を

進めている。また、予算面でも生徒会費を生徒会に全額委ねて、実際に査定をしながら予

算委員会を開いて、査定をしてお金を使っていくとか、また、ルールなども生徒会組織に

委ねたり、ICTも活用しながら全校での合意形成について議論を進めたり、また、運動会、

体育祭なども、日程から、内容から、練習の計画からこども自身が実行委員会で考えて実

施をしているといった事例もございます。 

 その次は国立の事例ですけれども、こちらも校則の検討委員会を生徒会につくって、各

学級と生徒会がつながりながら、様々なカジュアルウイークをやったり、カフェをオープ

ンしたりして運営をしていったり、また、その次のところは山形県の山形市の学校ですけ

れども、どんな授業であればもっとよい授業になっていくのかということを生徒先生が一

緒に話をして、どんな授業だったらいいのだろうかという対話をして、それを学校評価や

授業改善の方向性を見いだしていくための手がかりとしているような市でございます。 

 また、高校の事例でここから申し上げますと、８ページは高知県の高校の事例ですけれ

ども、校内に期日前投票所を設置して、生徒自身が立会人を務めて、18歳の生徒はそこで

投票して、選挙権のない１・２年生も様子を見ながら取り組んでいるような、そういった
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ことも実は選挙管理委員会と生徒自身が話をしながらといったお話も聞いているところで

あります。 

 また、最後の事例、⑧でございますけれども、こちらの事例は岡山県の事例ですけれど

も、生徒会役員選挙のルールの見直しなども、クラウドを活用しながら、全校の意見を集

約しながら、生徒総会でルールの見直しを行っていくといったデジタルの活用の事例など

もあるところでございます。 

 こうした形で、こどもの意見表明や社会参画というのは、冒頭申し上げましたとおり、

学級や学校というもの自体が身近な社会なのだという捉えの下で、その社会を自分たちで

創造していく。この社会参画というのを、今、特別活動のワーキングの中では、社会参画

を社会創造という言葉で表現していってはどうかといった議論もされておるところでござ

います。 

 検討状況としては、概括的に今のとおり御説明させていただきましたけれども、今後の

スケジュールといたしまして、前回改訂と同じであればという仮定でございますけれども、

12月頃に答申を出して、そして、次年度中に告示をするということがスケジュール感とし

て想定されるかなと思っております。 

 このプロセスにおいても、実はいけんぷらすを活用させていただきまして、こどもの意

見を様々聴かせていただいたり、また、特別活動のワーキングでも、今後、こどもの意見

を直接聴くような機会も設けられればと考えておるところでございます。 

 私からの説明は以上でございます。 

○土肥委員長 ありがとうございます。 

 それでは、まずは何か御質問がある方がいらっしゃれば御質問を受けたいと思いますけ

れども、どなたかいかがでしょうか。 

 よろしいですか。もし議論の中で御質問があれば、またしていただければと思います。 

 では、ここからは議論の時間とさせていただければと思います。それほど時間がないの

ですけれども、全体のテーマとしましては、さっき加藤さんのほうから論点として資料で

挙げていただいていますけれども、学習指導要領の改訂というのも今ひとつ議論が進んで

いるということを共有いただいた上で、こども・若者の意見を聴くことの大切さとかの理

解を広めていくためにどういうふうにすればいいかとか、自由に意見を表明しやすい環境

とか雰囲気づくりを行うために国としてどういう取組ができるかということについて議論

ができればと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 では、どなたかいかがでしょうか。 

 では、郡司さん。 

○郡司委員 文科省の方に質問してもいいですか。 

○土肥委員長 どうぞ。 

○郡司委員 ありがとうございます。 
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 連日の学習指導要領の改訂の議論等でお忙しい中、お越しいただいてありがとうござい

ます。私も学習指導要領の改訂の議論はなるべく追っているようなところもあって、いけ

んぷらすも実施していただいてすごくうれしいなと思いながら拝見しているところです。 

 質問したいところとしては、今、幾つもすてきな事例を教えていただいたところなので

すけれども、こういった学校は割とごく一部の学校であって、例えばコミュニティ・スク

ールが既に設定されているとか、学校の先生たちの理解があるとか、様々これができるが

ゆえの要因というものがあると推察しています。皆さんの様々な御議論の中で、こういう

要素があれば学校でこどもの声を反映しやすいであろう、といった要素などをもし何かお

持ちでしたら、ぜひ教えていただければと思っております。よろしくお願いします。 

○堀川学校教育官 ありがとうございます。 

 意見表明に関して、ぱっと思い浮かぶものとして、こういった要素がということがある

わけではないのですけれども、御指摘いただきましたとおり、素敵なきらきらした事例ば

かりを共有しても、それは本当にマジョリティーの学校に、それはうちもやりたいねとか、

できると思えるのかどうか、というところはすごくあるというような議論がございます。

その中で、足元の取組、そんなに一生懸命やるぞとならなくても、ここからなら自分たち

でもできるかもしれないし、やりたいと思えるというような形をどういうふうに見せてい

くか、つくっていくかということは大変重要な論点かなと思っております。 

 また、次回の会議では合意形成の在り方などについて議論する予定なのですけれども、

そうした議論するに当たっても、当然、意見表明というプロセスが合意形成のプロセスの

中には入り込んでくることになるのかなと思いますけれども、そういった中で、例えば心

理的安全性の議論であるとか、様々御議論はあると思いますけれども、ハードルの低さと

いうか、そういった論点というのはしっかり議論していかなければならないなといったこ

とは、中での議論も含めて考えているところでございます。以上です。 

○郡司委員 ありがとうございます。 

 そこで言うハードルというのは、こども、児童・生徒にとってのハードルの話ですか。

それとも、その取組をそもそもやろうと言い始める教員の中でのハードルの話になるので

すか。 

○堀川学校教育官 両方あるかなと思います。 

○郡司委員 分かりました。ありがとうございます。 

 私からの発言は以上です。 

○土肥委員長 ありがとうございます。 

 僕も１個質問してもいいですか。ちなみに、今、不登校のこどもたちもすごく増えてい

ると思うのですけれども、学習指導要領の改訂の議論の中でそういうこどもたちの参画と

か意見表明みたいなことも議論されているのでしょうか。 

○堀川学校教育官 指導要領全体の検討で申しますと、不登校に関してとりわけ議論を進
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めているワーキングもございます。そのような中にあっては、当然ステークホルダーとし

ての当事者ということも意識しながら議論を進めているところと思いますけれども、実際

にそこで当事者の意見表明の機会を設けたのかどうかということは、私自身は承知してお

りません。すみません。 

○土肥委員長 だから、このワーキングの中ではそういう議論はあまりされていないとい

うことなのですか。 

○堀川学校教育官 そちらのワーキングのほうで実際に不登校のこどもの声を直接聴こう

という議論がされているかということは存じ上げないのですけれども、少なくとも特別活

動のワーキングの中では実際にこどもの意見を聴きたいというふうに今後できればいいな

と考えて検討しているところです。 

○土肥委員長 分かりました。学校外の居場所みたいなのはこども家庭庁が所管して取り

組んでいるところでもあると思いますので、そういうところがどういうふうに連動してい

くかというのもこの専門委員会の中の議論のテーマになるのかなと思って質問させていた

だきました。ありがとうございます。 

 質問が続いていますけれども、もし何か御意見があればと思いますけれども、オンライ

ンの方、さっき短かったとかと言っていたので、池田さんとかもし何かあればとかと振っ

てしまってみたりしているのですけれども、現状でなければ大丈夫ですけれども、いかが

ですか。まだ大丈夫ですか。 

○川中委員 実際の学校生活の中での経験と今のお話とを照らし合わせていかがでしょう

か。 

○土肥委員長 高校生の委員の方が何人かいるので、聞いての感想でもいいですけれども、

どうでしょうか。 

 池田さん、お願いします。 

○池田委員 ちょうど今日の７時間目が主権者教育で、自分たちの学校の生徒会選挙の規

則についてクラスで改善案を出そうというようなものをしていたので、すごくタイムリー

な話題だなと思いながら聞かせていただきました。 

 学校で意見を集めるとなると、先生たちの理解も、今、私の学校ではすごく乏しいので、

それも必要だし、全員に平等な発言権があるという状況も必要だなと思っていて、友達と

かと話していると、例えば去年はベネッセの人がアプリについて新しくするからこどもの

意見を聴かせてくださいみたいな感じで学校に来たのです。そうしたら、結構勉強ができ

る子を先生が選別して、ベネッセの人と話をさせるみたいな会が開かれてしまって、本当

に意見が聴きたい人の意見が聴けたのかなと思ったり、全然まとまっていなくてすみませ

ん。まとまったらまた挙手させてください。 

 今は以上です。 

○土肥委員長 いえ、僕も突然振ってしまったので、すみません。 
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○川中委員 非常にリアルな話でしたね。 

○土肥委員長 つまり、いろいろな指針とか方向性を出しても、大人側というか教員側の

理解とか、こどもを支える大人側の理解をどういうふうに変えていくかという話でもある

かなと思いました。ありがとうございます。 

 ほかの方、いかがですか。 

 大丈夫ですか。会場の皆さんは何か。 

 莇生田さん、ありますか。 

○莇生田委員 僕自身、それこそ今、大学２年生の休みになって、大学４年生で教員を目

指そうとしている中で、今、学習指導要領の答申だとか言って、とてもまた勉強すること

が多くなるのではないかなと思いながら、どきどきしながら聞いていましたけれども、リ

アルタイムの話でびっくりしましたけれども、僕の住んでいるところはわりかし田舎で、

それこそ学校の統廃合という話題が今出ている中で、そういったところで何かこども・若

者の意見を聴くという取組はできやすい、やりやすいのかなと思っているので、やはり縦

割りの教育委員会とそういうこども・若者施策の部門との間の風通しのよい関係というか、

そういったところは今後問題になってくるのかなと思っていて、人口減少だとかそういう

日本の問題もありますし、どんどん統廃合とかも進んでいくと思うので、その点について

はトピックとなりそうかなとは思っています。 

 以上です。 

○土肥委員長 確かに。 

 ほかの方、いかがでしょうか。 

 髙橋さん、どうぞ。 

○髙橋委員 今日、資料で富谷市の取組を御紹介したかったのですが、まず、小学生に対

しては、「とみやわくわく子どもミーティング」を開催していまして、これは8校ある全小

学校、５、６年生の中から２人ずつ、代表者として希望を採ったこどもたちが参加し、フ

ァシリテーターは地元の高校生にお願いして、テーマに沿って意見交換をするという会議

です。 

 資料は６年度のテーマになっているのですが、今年度については、先ほども少しお話し

しました条例についての意見交換をしたところでした。 

 次のページに行って、わくわく子どもミーティングの意見反映ということで、フィード

バックについてはこどもたちから出された意見はいろいろな意見があるので、関連する課

に全部割り振りをして、直ぐ取り組めるもの、時間を要し直ぐの取組には難しいものに分

けて、いただいた意見を参考にしながら、施策に反映した取組と、意見をいただいたけれ

ども、今の時期はまだ難しいという回をホームページで回答している状況です。 

 次は、マスタープランでの小学生との意見交換等です。次は生徒会サミットです。富谷

市内には５つの中学校があり、全ての中学校の生徒会役員が集まって、テーマに沿って意
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見を出し合うというものです。そこには市役所の管理職、課長や部長職が入って、こども

たちの出したテーマに沿ってアドバイスをしたり、一緒に取り組めそうなものがあれば一

緒に取り組んでいくというワークショップ行っています。 

 中学生は、市役所に全てこれをやってほしい、あれをやってほしいという要望だけでは

なくて、僕たちはこういったことをやりたいと思うというアクションプランを考えて、そ

こに市にどう協力してくれるといった意見交換という形になっています。 

 昨年度までは市役所職員が入っていたのですが、今年度はそこに民間企業も入れていま

す。例えば通学路の自分たちが危険箇所と思う箇所に、実際事故はどこが多いのかという

損保会社の事故データを突合させて御意見をいただきながら、担当部署が中学生からいた

だいたアイデアを基に具体的な施策に持っていくといった意見交換をしております。 

 次のページは、令和６年度の生徒会サミットでこどもたちから出た意見、アクションプ

ランからの実践事例です。これは通学路で夜帰るとき暗い危険箇所に街路灯を設置してほ

しいという意見があり、「僕たちは危険な箇所を調べるから」というアクションプランか

ら、建設部の職員と一緒に現場確認をして、こどもたちも一緒に照度計で照度を測って、

その結果、必要性を確認し街路灯を設置したという事例です。 

 このような一連の活動をすることによって、こどもに関わらない部署の人たちもこども

の意見を聴ことで、職員も育ちます。こどもとやり取りをする経験、成功体験が、職員の

意識醸成も図ることにつながっているという事例でした。 

 その他、こどもたちの通学路の橋や路側帯の色はこどもたちから意見をもって決定して

います。 

 その次のページです。本市では学級憲章づくりを行っていまして、小学校の５、６年生

と中学校の全クラスで子どもの権利条約を学び、その上でクラス目標である学級憲章をつ

くっております。この学級憲章をつくるという意見は、生徒会サミットで出された意見で、

全部の中学校からスタートして、今年度は小学校にも広がってきたという取組です。 

 このように全庁を挙げてのCFCIと、「こどもの権利」をこども自身が学ぶ両輪での取組

を本市は行っているという紹介でした。 

 やはりこどもの意見、こどもと一緒に取り組むことで職員の意識も高まるし、こどもた

ちもすごく達成感、参画したという実感が得られるものと思っておりました。 

学級憲章は特段難しいことではなく、クラス目標を各学校でつくる際に子どもの権利条約

を一緒に学ぶことによって、取り組むことができるのではないかと考えております。 

 以上です。 

○土肥委員長 ちなみに、この生徒会サミットの主催は教育委員会になるのですか。 

○髙橋委員 そうですね。なので、市内にある５つの中学校全てが参加しています。 

○土肥委員長 よく首長部局と教育委員会の壁みたいな話がどこの自治体でもあったりす

ることがあるのですけれども、こどもの権利を進めるというときは、CICFを進めるという



この資料に関する詳細は、こども家庭庁ホームページ「こども・若者参画及び意見反映専門 委員

会（第 12回）」（https://www.cfa.go.jp/councils/shingikai/iken_senmon/e5ee1fcb） からご

覧いただけます。 

 

29 

 

ときは、そんなにそれはハードルにならなかったということでしょうか。 

○髙橋委員  ハードルにはならないです。CFCI推進庁内連携会議には教育長も入ってい

ますし、生徒会サミッには市長も入っており、垣根なく連携しながら取り組んでおります。

○土肥委員長 分かりました。ありがとうございます。 

 富谷の事例も御紹介いただきましたけれども、ほかの方、また御意見があれば、いかが

でしょうか。 

 では、古田さん。 

○古田委員 学校の話に戻ってしまうのですけれども、私もこの場で繰り返し申し上げて

いるように、学校がまずもってこどもが安心して意見表明の体験を積み重ねられる場にな

るということはすごく大事だなと思っていて、今日、文科省の方からも事例の御紹介をい

ただきましたけれども、既にこういった取組は少しずつ広がってきているものの、マスで

見ると、あらゆるこどもたちがちゃんと自分の意見が表明できたとか、ちゃんと受け止め

られたという経験を十分にできているわけではないし、意見を言っても通らなかったり、

ちゃんと聴いてもらえなかったりということもあったりする中で、今回、学習指導要領に

盛り込まれるということもすごく学校にとっては一定のインパクトもあるので、すごく重

要な意味があるなと思って聞いていました。 

 そのうえで、考えていくべき課題として２つほどあるなと思っています。一つは、学校

がこういった取組をちゃんと進めていけるような環境整備がやはり大事だなと思っていて、

というのは、一方では、学校の先生方は例えば必ずしも十分にこどもの権利とか意見表明

について理解がまだまだ浸透していないという課題もあるし、時には先生方の心理的な抵

抗感とか怖さといったこともあるかもしれませんし、他方では、これは先生方の意識の問

題だけではなくて、先生方も今よく言われているようにすごくお忙しい、余裕がないとい

う中で、こどもたちとじっくり向き合って対話してということがなかなか難しかったりも

するということもあって、だから、まず取組を進めていく前提条件として、一方では先生

方の単なるハウツー、ノウハウだけではなくて、押さえるべき考え方を含めて、先生方へ

の継続的な研修を通じて理解を図っていくということも多分大事だし、同時にさっきの余

裕のなさというところで言えば、それこそ文科省マターでもあると思うのですけれども、

先生方がこどもと向き合う余裕ができるように、学校の人員確保とか財源といった条件整

備も考えていく必要があるかなと。その前提部分をまずちゃんと整えていくということが

ないと、こういった事例があるよということだけだとなかなか絵に描いた餅になってしま

うので、そこがまず前提で大事かなと思ったのが一つです。 

 もう一個は、さっき例えば池田さんも少し事例を出していただきましたけれども、こう

いった取組は気をつけないと、学校の中で例えば生徒会役員の子たちとか、あるいはさっ

きのお話だとある種勉強が比較的できる生徒さんとか、そういった一部の子たちにとって

は参加の場があるけれども、いろいろな子たちがそういう経験をできているかというと、
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限られてしまうと思うのですよね。となると、そういう意味でも、学校の中で一個の取組

とか一個の機会だけではなくていろいろなレイヤーで、例えば学級の中での参加も大事だ

し、学年、学校とできるし、いろいろなテーマがあることも大事だし、いろいろな場とか

機会があるということを学校の中で幅広くつくっていくということがいろいろな子たちが

関われる機会づくりにとって大事かなと思っています。 

 それは、例えばある学校とかだと、最初は校則の見直しを進めていて、それをやってい

くうちに生徒たちでそれだったらこんなこともやりたいですと言う子たちが出てきて、例

えば学校の中の自習スペースを考えたいんですけどという声が出てきて、それがまた別の

プロジェクトとして立ち上がって、そこでまた別の生徒たちが関わっていくというふうに、

学校の中でだんだんいろいろな子たちがいろいろなテーマで活動するようになっていった

のですよね。そういったことが積み重なっていくことによって、いろいろな生徒が意見を

言えたり参加できたりという環境づくりにつながっていくのかなと思います。 

 それこそさっき不登校のこどもの話もありましたけれども、それこそ不登校の子たちだ

って多分学校にいろいろ意見を言いたいことがあるし、しかも、それは多分ほかの子たち

とも全然違う景色が見えていると思うのですよね。やはりそういった不登校の子たちの声

に耳を傾けていくこともまたとても大事だと思いますし、そういった意味でも、幅広い子

たちの参加をどう支えていくかということも考えていくことが大事かなと思っています。

それは学校だけではなくて、例えば児童館とかいろいろな場でつながりながらやっていく

ことが大事だと思うのですけれども、そういった幅広い視野で考えていくことが大事かな

と思って伺っていました。以上です。 

○土肥委員長 ありがとうございます。 

 お時間的にもう少しという感じになってきているのですけれども、まだ御発言をされた

いという方はいらっしゃいますでしょうか。大丈夫ですか。 

 池田さん、お願いします。 

○池田委員 すみません。さっき言いたかったことをまとめました。 

 まず、自由に意見表明をしやすい環境づくりについては、発言に自信がない人とかもい

るので、自分が慣れた場所で、慣れた人にするのがやりやすいのかなと思います。聴いて

もらう、反映する人だけではなくて、一緒に意見を言う仲間も慣れている人だと自由に意

見が言えるかなと思います。 

 あと、具体的には、テーマが狭くても分かりやすいもの、質問が漠然としているという

ことがフィードバックの難しさとか、意見するほうでの難しさにもつながっているので、

テーマは狭くてもいいからできるだけ分かりやすくあるべきだと思います。 

 あとは、教員みたいなこどもたちを評価する立場の人は、意見の場に関わらないでほし

いなと思います。建前を気にした発言になってしまうと、双方にとってメリットがないの

で、そういう立場の人は関わらず反映する仕組みができるといいなと思いました。 
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 あと、平等な発言する権利と発言しない権利もあるんだよというのをこどもが知るのも

大事かなと思いました。 

 さっきは取り乱してすみませんでした。以上です。 

○土肥委員長 ありがとうございます。決してまとまっていなくても、意見を出してもら

えたら、こちらが玉を拾えることもありますので。 

 ほかの方も大丈夫そうですか。 

 そうしましたら、もう時間も来ていますので、議題の２についてはこちらで終了とさせ

ていただきたいと思います。 

 学習指導要領の改訂がこういうふうに進んでいるというのは、ある意味大きな歴史的な

転換の時期にもあるのかなと思いますので、どちらかというと、自治体側は教育委員会と

か学校とどうやって連携すればいいのだろうというのを非常に悩んでいる現場の声も非常

に聴く中で、学校もこどもの意見表明を進めていくという中で、これがばらばらにならな

いように、両輪で進んでいくような連携というのを国レベルでも自治体レベルでも、進め

ていけるといいなと思っておりました。 

 何かありますか。 

○川中委員 私は今日の文科省からの発表を聞いて羨ましいなと思いました。私が中高生

の頃、こうしたことをやろうとしてもうまくいかなかったからです。そういう意味では、

現場の先駆的な取組は応援したいところです。この際、現場の先生方が一歩を踏み出すと

きに躊躇するのは、古田さんがおっしゃったような認識や意識、理解の問題もあるのです

けれども、それだけではないでしょう。保護者や地域の人が「何をやってるんだろうか」

と思ってしまうと、二の足を踏んでしまいかねません。保護者や地域の人たちが「ええこ

とやってるやんか」と応援する機運がないと進めにくいですね。 

 以前、神戸のある公立中学校でワークショップしたときに、こうした動きの大切なポイ

ントは何ができたか／できなかったではないことを実感しました。プロセスで非常に豊か

なことが起こっているのですが、そのことをどう発信するのかがすごく大事だなと。右往

左往したり、ぐらついたりするのですが、そこに意味がありますよね。例えば、去年決め

たルールが全然ワークしなくてすぐに再度の見直しをしていると、あれだけ時間をかけた

意味があったのかという声が出てくる場合があります。中には、そんなことをしている暇

があったら勉強させたほうがいいという意見も出てくるかもしれません。しかし、そのプ

ロセスで思考力や主体性がぐっと高まったり、あるいは関係性が変化したり、学校という

小さな社会へのコミットメントが上がったりすることがあります。そうしたプロセスで起

こっていることをどう評価するかという観点を言語化して表現していくことが環境づくり

としては大事になってくるのではないでしょうか。今は学校の話をしましたけれども、自

治体の取組でも同じようなことが言えるでしょう。 

○土肥委員長 あと、KPIの議論もありましたけれども、効率性とか合理性だけでこどもの
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意見を聴くとか参画というのを捉えないようにするということかなと思いました。 

○川中委員 そうしたことにも関連してくる話ですね。 

○土肥委員長 ありがとうございます。 

 そうしましたら、今日の意見も踏まえまして、年度末の専門委員会の取りまとめができ

るように事務局は用意をお願いいたします。 

 あと、次回の開催ですけれども、既に通知が行っていると思いますが、３月27日の５時

からになっております。 

 最後に事務局からありますでしょうか。 

○加藤専門官 ありがとうございます。 

 本日もこの場には報道は入れていませんけれども、御議論いただいた内容については、

明日、こちらのほうから記者にブリーフィングをする予定にしております。 

 また、議事録については後日皆さんに御確認いただくかと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

○土肥委員長 よろしいですか。 

○中原参事官 今日も大変貴重な御議論をありがとうございました。 

 本日の資料で、令和８年にやること、について、やれるとしたら概ねこんな取組が良い

かなというイメージを持って書いてはいたのですけれども、今日いただいた御意見を踏ま

えると、確かにそうだな、確かにこれよりはあっちかなというのをいろいろ改めて考えさ

せられました。予算要求は終わっているので、予算は確保できているのですけれども、工

夫すればもう少しいろいろ変えながらできるのではないかなというところも、皆さんのせ

っかくいただいた御意見で心は動いているので、行動も動かせるようになるべく考えたい

と思います。また、最終回、年度末に向けてどういう取りまとめにするかは案を考えて、

また御意見をいろいろいただけるようにしたいと思います。 

 今日もどうもありがとうございました。 

○土肥委員長 ぜひそういう変わったところもまたフィードバックいただけるとありがた

いなと思います。 

 では、これで12回の専門委員会を終了したいと思います。どうもありがとうございまし

た。 


